
七
十
三

地
方

衛
生
研
究
所

の
設
置
に
要

す
る
経
費
が

あ
る
こ
と
。

当
該
年
度
の
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
地
方
衛
生
研
究
所
を
設
置
す
る
中
核
市
に
つ
い

て
、
当
該
設
置
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
と
す
る
。

七
十
六

地
方

衛
生
研
究
所

の
設
置
に
要

す
る
経
費
が

あ
る
こ
と
。

当
該
年
度
の
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
地
方
衛
生
研
究
所
を
設
置
す
る
中
核
市
に
つ
い

て
、
当
該
設
置
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
と
す
る
。

七
十
四

消
防

団
員
の
年
額

報
酬
等
に
要

す
る
経
費
が

あ
る
こ
と
。

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。）と
す

る
。

﹇
新
設
﹈

算
式
（
58024円

×
Ｂ
－
27735000円

×
Ａ
×
Ｃ
×
Ｄ
／
100000×

２
）
×
05
































Ｃ
×
Ｄ
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、





































58024円
×
Ｂ
、
27735000円

×
Ａ
×
Ｃ
×
Ｄ
／
100000に

千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る





































場
合
は
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。


















算
式
の
符
号








Ａ



普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
第
九
条
第
一
項
の
表
中
市
町
村
の
項
第
一
号
の
三
Ａ
に



































規
定
す
る
測
定
単
位
の
数
値














Ｂ



普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
第
九
条
第
一
項
の
表
中
市
町
村
の
項
第
一
号
の
三
Ｂ
に



































規
定
す
る
当
該
市
町
村
の
標
準
額
支
払
団
員
数





















Ｃ



普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
第
九
条
第
一
項
の
表
中
市
町
村
の
項
第
一
号
の
三
Ｃ
に



































規
定
す
る
段
階
補
正
係
数













Ｄ



普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
第
九
条
第
一
項
の
表
中
市
町
村
の
項
第
一
号
の
三
Ｄ
に



































規
定
す
る
密
度
補
正
Ⅰ
係
数














ロ

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
算
定
方
法
に
よ
つ
て
算
定
し
た

額
（
第
三
号
五
、
第
四
号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定

し
た
額
に
、
財
政
力
指
数
が
〇
・
八
以
上
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
〇
・
五
を
、
〇
・
五
以
上
〇
・
八
未
満

の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
六
分
の
十
一
か
ら
当
該
市
町
村
の
財
政
力
指
数
に
三
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
数
を

控
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
二
位
未
満
は
、
四
捨
五
入
す
る
。）を
、
〇
・
五
未
満
の
市
町
村
に
あ
つ

て
は
一
・
〇
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。）（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。）の
合
算
額

ロ

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
算
定
方
法
に
よ
つ
て
算
定
し
た

額
（
第
三
号
五
、
第
四
号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定

し
た
額
に
、
財
政
力
指
数
が
〇
・
八
以
上
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
〇
・
五
を
、
〇
・
五
以
上
〇
・
八
未
満

の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
六
分
の
十
一
か
ら
当
該
市
町
村
の
財
政
力
指
数
に
三
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
数
を

控
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
二
位
未
満
は
、
四
捨
五
入
す
る
。）を
、
〇
・
五
未
満
の
市
町
村
に
あ
つ

て
は
一
・
〇
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。）（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。）の
合
算
額

事

項

算

定

方

法

事

項

算

定

方

法

一

連
年
の
災

害
に
よ
る
財

政
需
要
の
増

加
又
は
財
政

収
入
の
減
少

が
あ
る
こ

と
。

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一

連
年
の
災

害
に
よ
る
財

政
需
要
の
増

加
又
は
財
政

収
入
の
減
少

が
あ
る
こ

と
。

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

算
式

算
式

Ａ
の
Ｂ
に
対
す
る
割
合
が
100を

超
え
る
市
町
村

Ａ
の
Ｂ
に
対
す
る
割
合
が
100を

超
え
る
市
町
村

Ａ
×
001

Ａ
×
001

Ａ
の
Ｂ
に
対
す
る
割
合
が
050を

超
え
100以

下
の
市
町
村

Ａ
の
Ｂ
に
対
す
る
割
合
が
050を

超
え
100以

下
の
市
町
村

Ａ
×
00025

Ａ
×
00025

算
式
の
符
号

算
式
の
符
号

Ａ
当
該
年
度
の
前
４
年
度
の
１
月
１
日
か
ら
前
年
度
の
12月
31日
ま
で
の
間
に
発
生
し

た
災
害
（
火
災
を
除
く
。）の
た
め
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
お
い
て
国
の
負
担
金
又
は

補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
災
害
復
旧
事
業
（
森
林
災
害
復
旧
事
業
を
除
く
。）及
び
国

が
施
行
す
る
災
害
復
旧
事
業
並
び
に
国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
災
害
対
策
事
業

に
要
す
る
経
費
の
合
算
額

Ａ
当
該
年
度
の
前
４
年
度
の
１
月
１
日
か
ら
前
年
度
の
12月
31日
ま
で
の
間
に
発
生
し

た
災
害
（
火
災
を
除
く
。）の
た
め
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
お
い
て
国
の
負
担
金
又
は

補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
災
害
復
旧
事
業
（
森
林
災
害
復
旧
事
業
を
除
く
。）及
び
国

が
施
行
す
る
災
害
復
旧
事
業
並
び
に
国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
災
害
対
策
事
業

に
要
す
る
経
費
の
合
算
額

Ｂ
当
該
年
度
の
前
３
年
度
か
ら
前
年
度
ま
で
の
各
年
度
の
標
準
税
収
入
の
合
算
額

Ｂ
当
該
年
度
の
前
３
年
度
か
ら
前
年
度
ま
で
の
各
年
度
の
標
準
税
収
入
の
合
算
額

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
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